
 

矢板市母子家庭等高等技能訓練促進費等支給事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、母子及び寡婦法（昭和３９年法律第１２９号）第６条第１項

に規定する配偶者のない女子（以下「母子家庭の母」という。）または父子家庭

の父の修業期間中における生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にし、もっ

て、母子家庭または父子家庭（以下「母子家庭等」という。）の自立の促進を図

ることを目的とする。 

（事業の内容） 

第２条 事業は、母子家庭等高等技能訓練促進費等（高等技能訓練促進費及び入学

支援修了一時金）を支給することにより行う。 

（対象者） 

第３条 母子家庭等高等技能訓練促進費等の支給対象者は、母子家庭の母または父

子家庭の父であって次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 

⑴ 本市に住所を有すること。 

⑵ 児童扶養手当の支給を受けているか又は同様の所得水準にあること。 

⑶ 次条に掲げる資格（以下「対象資格」という。）を取得するための養成機関

において２年以上の教育課程を修業し、対象資格の取得が見込まれると。 

⑷ 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められること。 

⑸ 過去に母子家庭等高等技能訓練促進費等の支給を受けていないこと。 

（対象資格） 

第４条 母子家庭等高等技能訓練促進費等の支給の対象となる資格は、次に掲げる

ものとする。 

⑴ 看護師 



⑵ 准看護師 

⑶ 介護福祉士 

⑷ 保育士 

⑸ 理学療法士 

⑹ 作業療法士 

⑺ その他前各号に準じる資格で、市長が認めるもの 

 （支給期間等） 

第５条 高等技能訓練促進費の支給の対象となる期間は、修業する期間に相当する

期間（その期間が２４月を超えるときは２４月）とする。（平成２１年６月５日

から平成２４年３月３１日までに修業している者に限っては、修業期間の全期間

とする。） 

２ 高等技能訓練促進費の支給については、月を単位として支給するものとし、原

則として申請のあった日の属する月以降の各月において支給するものとする。 

３ 入学支援修了一時金の支給については、修了日を経過した日以降に支給する。 

 （支給額） 

第６条 高等技能訓練促進費の支給額は、月額７０,５００円とする。ただし、市

民税非課税世帯については、月額１００，０００円とする。（平成２１年６月５

日から平成２４年３月３１日までに修業している者のうち、市民税非課税世帯に

限っては、月額１４１，０００円とする。） 

２ 入学支援修了一時金の支給は、２５,０００円とする。ただし、市民税非課税

世帯については、５０,０００円とする。 

 （事前相談） 

第７条 母子家庭等高等技能訓練促進費等の支給を受けようとする者(以下「申請

者」とう。)は、原則として、養成訓練を始める前に取得を希望する資格又は取

得後の研修等について、あらかじめ矢板市福祉事務所に相談をするものとする。 



２ 市長は、母子及び寡婦福祉法第８条第２項の職務を行うために設置した母子・

父子自立支援員をとおして申請者に対し事前相談に応じるとともに、事業の対象

者に該当するか確認するものとする。 

３ 母子・父子自立支援員は、事前相談において養成訓練の内容、希望職種及び受

講後の就業の展望等に関して聴取し、その自立が効果的に図られると認められる

場合は事業の事前登録に関する手続き等を指導する。 

 （事前登録の申請） 

第８条 申請者は、原則として養成訓練を始める前に、母子家庭等高等技能訓練促

進費等支給事業事前登録申請書（別記様式第１号）を市長に提出するものとする。 

 （事前登録の決定） 

第９条 市長は、前条に規定する申請があったときは、受給要件及び資格取得の必

要性等の審査を行うものとする。この場合において、市長は、必要に応じて就労

関係の専門家等の意見を聴取してその必要性や緊急性について考慮し、事前登録

の必要の可否を決定する。 

２ 市長は、事前登録を決定した申請者（以下「登録者」という。）に対し、母子

家庭等高等技能訓練促進費等支給事業事前登録証（別記様式第２号。以下「事前

登録証」という。）を交付し、申請を却下するときは、母子家庭等高等技能訓練

促進費等支給事業事前登録申請却下通知書（別記様式第３号）により当該母子家

庭の母または父子家庭の父に通知するものとする。 

 （高等技能訓練促進費の支給申請） 

第１０条 登録者は、修業を開始した日以後に市長に高等技能訓練促進費支給申請

書（別記様式第４号の１）を提出しなければならない。 

２ 高等技能訓練促進費支給申請書には、次の書類を添付しなければならない。た

だし、その内容が公簿等により確認することができるときには、添付を省略する

ことができる。 



⑴ 登録者及び児童の戸籍謄本または抄本及び世帯全員の住民票の写し 

⑵ 登録者が児童扶養手当受給者の場合は、児童扶養手当証書の写し（現況届審

査期間中で証書の写しを添付できない場合には、矢板市福祉事務所の母子福祉

担当者が、決定機関に児童扶養手当の受給を確認の上、支給申請書の「児童扶

養手当の受給について」欄に確認年月日及び職・氏名を記入する。以下同じ。） 

⑶ 登録者が児童扶養手当を受給していない場合は、登録者の前年（１月から７

月までの間に申請する場合には前々年の額とする。以下同じ。）の所得の額等

についての市長の証明書 

⑷ 修業している養成機関の長が在籍を証明する書類 

⑸ 事前登録証 

⑹ 登録者の世帯に属する者の市民税課税・非課税証明書 

⑺ その他市長が認める書類 

 （高等技能訓練促進費の支給決定） 

第１１条 市長は、前条第１項の規定による申請があったときは、速やかにその内

容を審査し、支給を適当と認めたときは支給決定通知書（別記様式第５号の１）

により、申請を却下するときは、支給申請却下通知書（別記様式第６号）により

当該母子家庭の母または父子家庭の父に通知するものとする。 

２ 市長は前項の審査にあたっては、必要に応じて就労関係の専門家等の意見を聴

くことができる。 

 （高等技能訓練促進費の請求） 

第１２条 高等技能訓練促進費の支給決定を受けた者（以下「受給者」という。）

は、毎月、対象月の翌月の末日までに高等技能訓練促進費請求書（別記様式第７

号。以下「請求書」という。）を市長へ提出しなければならない。ただし、やむ

を得ない事由があるときは、この限りでない。 

２ 請求書の添付書類は、第１０条第２項の規定を準用する。ただし、支給決定時



又は、第１３条に定める現況届時と変更がないことが確認できる場合には、添付

書類を省略できるものとする。 

３ 市長は、審査の上、受給者に対して、月ごとに高等技能訓練促進費の支給を行

う。 

 （現況届及び高等技能訓練促進費の支給額の変更） 

第１３条 受給者は、８月分以降の高等技能訓練促進費の支給を請求するに当たっ

ては、８月中に高等技能訓練促進費現況届（別記様式第８号。以下「現況届」と

いう。）を市長に提出しなければならない。 

２ 現況届に付する添付書類ついては、第１０条第２項を準用する。この場合にお

いて、⑴については、異動がある場合に添付するものとし、第１０条第２項⑶に

ついては、児童扶養手当現況届関係書類で課税状況が確認できる場合は、省略し

て差し支えないものとする。 

３ 市長は、現況届に基づき８月分以降の高等技能訓練促進費の支給額の変更につ

いて確認し、変更がある場合は、高等技能訓練促進費支給額変更決定通知書（別

記様式第９号）により、当該受給者に通知するものとする。 

 （支給停止等） 

第１４条 市長は、受給者に対し、おおむね四半期ごとに在籍証明書の提出又は出

席状況の確認を求めることにより、当該受給者の養成機関の在籍状況等を確認す

るほか、定期的に修得単位証明書の提出を求めることができる。 

２ 市長は、受給者に対し、前項のほか、給付金の支給に関して必要と認める報告

等の提出を求めることができる。 

３ 受給者は、母子家庭の母または父子家庭の父でなくなったこと、市内に住所を

有しなくなったこと、修業を取りやめたこと等により支給要件に該当しなくなっ

たときは、１４日以内に、母子家庭等高等技能訓練促進費等支給事業受給資格喪

失届（別記様式第１０号）により市長に届け出なければならない。ただし、やむ



を得ない事由がある場合はこの限りではない。 

４ 市長は、前項に規定する届出があった場合は、速やかに事前登録又は高等技能

訓練促進費及び入学支援修了一時金の支給の決定の取り消しを決定し、母子家庭

等高等技能訓練促進費等支給事業登録・支給取消通知書（別記様式第１１号）に

より通知するものとする。 

５ 高等技能訓練促進費は、事業の対象者に該当しなくなった日の属する月まで支

給するものとする。 

（入学支援修了一時金の支給申請） 

第１５条 登録者は、修業期間の修了した日以後に、市長に入学修了一時金支給申

請書（別記様式第４号の２）を提出しなければならない。 

２ 入学支援修了一時金支給申請書には、次の書類を添付しなければならない。た

だし、その内容が公簿等により確認することができるときには、添付を省略する

ことができる。 

 ⑴ 登録者及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し 

 ⑵ 登録者が児童扶養手当受給者の場合は、児童扶養手当証の写し 

 ⑶ 登録者が児童扶養手当を受給していない場合は、登録者の前年の所得額等に

ついての市長の証明書 

 ⑷ 修業している養成機関の長が証明する養成訓練の修了を証する養成訓練修了

証明証（受講開始日及び終了日を明示したもの） 

 ⑸ 事前登録証 

 ⑹ 登録者の世帯に属する者の市民税課税・非課税証明書 

 ⑺ その他市長が必要と認める書類 

（入学支援修了一時金の決定） 

第１６条 市長は、前条１項の規定による申請があったときは速やかにその内容を

審査し、支給を適当と認めたときは支給決定通知書（別記様式第５号の２）によ



り、申請を却下するときは、支給申請却下通知書（別記様式第６号）により当該

母子家庭の母または父子家庭の父に通知するものとする。 

２ 市長は、受給者に対し、前項のほか、給付金の支給に関して必要と認める報告

等の提出を求めることが出来る。 

（給付金の返還） 

第１７条 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者は、既に支給を受

けた給付金を返還するものとする。 

（補則） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

   附則 

 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。  

 附則 

この要綱は、平成２１年２月４日から施行する。 

   附則 

この要綱は、平成２１年６月５日から施行する。 

   附則 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

   附則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成２８年１月１日から施行する。 

 


